
　当事業所は指定障害福祉サービスを提供します。事業所の概要や提供するサービスの内容、

ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

1.   事業者（法人）の概要

事業者（法人）の名称

主たる事務所の所在地

代表者（職名・氏名）

設立年月日

電話番号

2.   事業所の概要

3.   事業の目的と運営の方針

（１） 事業の目的

　身体障がい者、知的障がい者、障がい児、精神障がい者に対し、適正な 居宅介護、重度訪問介護、

同行援護を提供することを目的とします。

（2） 運営の方針

　利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力の応じ自立した日常生 活を営むことができるよう、

入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般 にわたる援助を行います。

　利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの 提供に努めます。

　保健・医療・福祉サービスとの連携を図り総合的なサービスの提供に努 めます。

小山市全域

事業所が行っている他の事業

平成18年10月1日

相談支援事業所　さくら

０２８５－２２－９５０１

昭和43年4月23日

会長　柿崎　全良

〒323-0023　栃木県小山市中央町２丁目２番２１号

指定障害福祉サービス利用契約

開設年月

管理者の氏名 田熊　明子

事業所の名称 社会福祉法人　小山市社会福祉協議会　訪問介護事業所

事務所の所在地 〒323-0023　栃木県小山市中央町２丁目２番２１号

電話番号 ０２８５－２２－９６２８

「居宅介護サービス」重要事項説明書

当事業所は、障害者総合支援関係法令に基づき栃木県の指定を受けています

（栃木県指定　第０９１０８００１２７号）

事業所の種類 指定訪問介護事業所

社会福祉法人　小山市社会福祉協議会

指定年月日・事業所番号 平成１８年１０月１日指定 第０９１０８００１２７号

通常の事業の実施地域
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4.   営業日及び時間

（休日・祝祭日及び１２月２９日から１月３日を除く）

５.    職員の体制

　事業所では、ご利用者様に対して指定居宅介護サービスを提供する職員として、以下の

職員を配置しています。

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

1. 管理者 1 名 0 名 1 名

2. サービス提供責任者 2 名 0 名 2 名

3. 訪問介護員 2 名 8 名

介護福祉士 2 名 0 名

実務者研修修了者 0 名 1 名

介護職員初任者研修等修了者 0 名 7 名

６.    当事業所が提供するサービスと利用料金

　訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の

家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。

＜サービスの概要＞

身体介護

　利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な

機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、

更衣介助、清拭（せいしき）、入浴介助、体位交換、服薬介助、

通院・外出介助など

家事援助

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

　例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣類の整理など

2.5名以上

職種 常勤 非常勤 指定基準

月曜日から金曜日まで　午前８時３０分から午後１７時１５分

サービス提供時間 月曜日から日曜日まで　午前６時００分から午後１０時００分

受付時間
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（１） サービスの利用料

【基本部分】　　　平常の時間（午前８時から午後６時）

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上2時間未満

2時間以上2時間30分未満

2時間30分以上3時間未満

3時間以上

30分増すごとに加算

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上

30分未満

30分以上45分未満

45分以上1時間未満

1時間以上1時間15分未満

1時間15分以上1時間30分未満

1時間30分以上

☆ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、ヘルパー２人で訪問した場合の費用は２人分となり、

利用者負担額も２倍になります。

☆ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間でなく、居宅介護等計画に位置づけた時間

数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、

居宅介護等計画の見直しを行います。

260円

767円

8,520円 852円

自己負担額

260円

411円

597円

681円

基本利用料
利用区分

利用者負担
内容

身体介護
中心型

2,606円

4,112円

5,975円

6,810円

通院介助
（身体介護を伴う）

1,079円 107円

通院介助
（身体介護を伴わ

ない）

9,375円 937円

844円 84円

1,079円 107円

2,005円 200円

2,799円 279円

4,112円 411円

5,975円 597円

6,810円 681円

7,675円

家事援助

2,606円

2,005円

3,512円 351円

1,557円 155円

2,433円 243円

2,799円 279円

3,165円 316円

200円
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【加算】　　　１ヶ月あたり

☆  平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用

料金に割増料金が加算されます。

●   夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％　 ● 早朝（午前６時から８時まで）：２５％

（２）利用者負担額

　上記サービスの利用に対しては、通常９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等を

代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス利用料金全体の１割（定率負担）を事業者に

お支払いいただきます。

　なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。

（障害福祉サービス受給者証をご確認ください）

<利用者負担額の上限等について>

○介護給付費対象のサービス（ホームヘルプサービス、ディサービス、ショートスティ）利用者負担額は

上限が定められています。

○利用者のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用

開始の際にその旨をお申し出ください。

〔利用者負担に関する月額上限〕

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の５区分の負担上限月額が設定され、ひと月に

利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

３７，２００円

９，３００円

４，６００円

０円

０円

０円

１ヶ月当りの負担上限額

一般１

市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本
人の収入が年収８０万円以下の方

上記以外

（市町村民税課税世帯 所得割16万未満）

居宅で生活する障害者

居宅で生活する障害児

低所得１以外の市町村民税非課税世帯

生活保護受給世帯

世帯の収入状況区分

生活保護

低所得１

低所得２

一般２

内容

初回加算

利用者負担上限額
管理加算

加算の要件

新規の利用者へサービス提供した場合

利用料 利用者負担額

2,036円 203円

利用者の依頼により、利用者及びその世帯と
しての上限額を越えて事業者が利用者負担
額を徴収しないよう管理を行った場合

1,527円 152円
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（3） 利用の中止、変更、追加

　利用予定の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をお支払い

頂く場合があります。但し、あなたの体調や容体の急変等、やむを得ない事情がある場合は、

この限りではありません。

☆ サービスの利用の変更･追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況によりご利用者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者に提示して協議します。

（4） 支払方法

　上記の（１）から（２）までの利用料（利用者負担分の額）は、1ヶ月ごとにまとめてご請求しますので、

お支払いください。

　なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後に

お渡しします。

7.   サービスの利用にあたっての留意事項

（1）受給者証の確認

「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、速やかに

事業者にお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせ

ていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。

（2）禁止行為

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、下記のとおりです。サービス提供の際、

訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。

①  医療行為

② 利用者もしくはご家族等の金銭の貸借、預貯金通帳、証書、書類等の管理

③ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。）

④ ご利用者の家族等に対するサービス提供

 ⑤ その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為

⑥ 訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などは堅くお断りいたします。

⑦ 「ヘルパーができること・できないこと」別紙参照。

キャンセルの時期 キャンセル

利用予定日の前日（申し出がなかった場合） 600円

支払方法

現金払い（集金）

支払い要件等

サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）ま
でに、現金でお支払いください。
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8.   事故発生時及び緊急時の対応方法

　サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、関係機関等に

連絡を行うとともに、必要な措置を行います。

9.   感染症の予防及びまん延の防止について

 感染症の発生及びまん延防止に関する下記の措置を記載します。

①  感染症対策委員会の開催

②  感染症及びまん延防止のための指針の整備

③  感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施

④ 担当者の配置

10.   虐待防止について

(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

①  虐待防止委員会の開催

②  高齢者虐待防止のための指針の整備

③  虐待防止研修の実施

④ 担当者の配置

(2) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

11.  身体拘束の禁止について

(1) 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を 保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行 為（以下「身体拘束等」という。）

を行いません。 

(2) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の 状況並びに緊急

やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。

12.  業務継続に向けた取組の強化について

(1) 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務

継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2)  従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

13.  ハラスメント対策について

（１）事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる 性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲 を超えたものにより職員の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化 等の必要な措置をします。 
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14.  第三者評価実施状況

当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。

15.  苦情相談窓口

（１） サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の専門窓口で受け付けます。

月曜日から金曜日まで　午前８時３０分から午後１７時１５分

（ただし、祝祭日・12月29日から1月3日は除きます）

（２） 受付窓口に直接申し出ることができないときは、第三者委員が設置されておりますので、

安心してご相談ください。（第三者委員の氏名、住所、連絡先は以下のとおりです。

小山市大字西黒田345番地2 ０２８５－４５－１８２６

小山市粟宮1丁目7番21号 ０２８５－２５－２７６１

小山市大字大行寺317番地 ０２８５－３８－１４４２

令和　　　年　　　月　　　日

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

事　業　者 小山市社会福祉協議会　訪問介護事業所

説　明　者 サービス担当責任者 印

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。

利　用　者 住　所

氏　名 印

中田　一雄

氏名 住　　所 連絡先

橋本　吉寛

露木　經子

電話番号：０２８５－２２－９５０３　高　麗

受付時間

事業所相談窓口
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